
                            答 申 第１９１号    

平成１７年３月９日  

 

千葉県知事 堂 本 暁 子 様  

 

 

                  千 葉 県 情 報 公 開 審 査 会 

                     委 員 長 大 田  洋 介  

 

 

   異議申立てに対する決定について（答 申） 

 平成１５年９月２９日付け耕第４４７号による下記の諮問について、次のとおり

答申します。 

記 

 平成１５年９月１０日付けで提起された平成１５年９月８日付け耕第４０６号

の 1 及び同日付け耕第４０６号の２で行った行政文書不開示決定に係る異議申立

てに対する決定について 
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諮問第２６１号 

 

答   申  

 

１ 審査会の結論 

  千葉県知事（以下「実施機関」という。）の決定は妥当である。 

 

２ 異議申立人の主張要旨 

(1) 異議申立ての趣旨 

異議申立ての趣旨は、実施機関が、平成１５年９月８日付け耕第４０６号の 

１で行った「土地改良事業で換地された安房郡鋸南町竜島字豆田８０２番地

（以下「本件土地」という。）の農地とその南隣接の赤道の境界が一直線でな

いことのわかる一切の行政文書（耕地課分）」及び同日付け耕第４０６号の２

で行った「本件土地の農地とその南隣接の赤道の境界が一直線であることのわ

かる一切の行政文書（耕地課分）」の行政文書不開示決定の取消しを求めると

いうものである。 

 (2) 異議申立ての理由 

  異議申立ての理由を要約すると次のとおりである。 

ア 平成１５年６月６日付け決定書（平成１３年１１月２０日付け異議申立て

に対する棄却決定）の「２、判断」の「（２）本件決定について」の本文中

に「本件土地（竜島字豆田８０２番地）の地形は変更されていない」との記

載があり地形がどのようになっていたか判断できる行政文書は存在する。 

イ 区界の変更というのであれば、換地前の従前の公図の土地の形状と同一で

あるはずの更正後の換地図が添付されている。ところが、その更正後の換地

図を拡大すると、本件土地の農地と道路の境界が一直線となっており、更正

前の換地図でその部分が一直線でない形状をしている。 

    更正前の従前の公図（換地前の公図）も添付されていることから、一直線

のはずの境界が、更正前の換地図では一直線でないのに一直線であるかのよ

うにして換地計画の更正を千葉県が承認した。そのため、境界が一直線であ

ることがわかる書類と一直線でないことのわかる書類を同時に開示請求さ

れ、それらの決定に困って不開示決定としたものである。 

土地改良事業において土地の境界が不明では換地ができないのが当然で

あり、境界がどのようになっていたか判断できないはずがない。 
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ウ 当時の担当者が、『本来土地改良事業区域内の範囲内の土地が未記入であ 

ったとする更正をさせるべきものをそうしなかったため』、現担当者がそれ

をうやむやにするのが千葉県の職員の仕事でよいのか？土地改良事業とは、

千葉県の職員が違法行為をするために、多額の公金を支出しているものでは

ない。 

エ 現担当者に、土地の境界が一直線か否かの判断は誰が責任を持って出来る

のか聞いても答えず『知事ではないか』といいかげんな事を言っている。知

事にいいかげんな行政文書を発行させるのが千葉県の職員の仕事であるな

ら、その旨を決定書にはっきり記載してもらいたい。 

オ 上記更正処理における申請書一式を見て情報公開審査会で判断してほし

い。 

 

３ 実施機関の説明要旨 

  実施機関の説明は、おおむね次のとおりである。 

(1) 本件土地に係る換地計画の更正について 

安房郡鋸南町（以下「町」という。）が事業主体である新農業構造改善事業

竜島地区の換地計画については、昭和６０年１０月２９日付けで換地処分公

告が行われたが、換地処分公告後に国有地の編入に錯誤があることが判明し

たため、町は換地計画更正承認申請をし、知事は平成８年３月２８日付けで

換地計画の更正承認を行った。 

     その内容は、本件土地に隣接する道路部分を換地計画において建設省に帰

属させたところ、当該部分は地区外であることが判明したことから、更正前

の換地図及び更正後の換地図並びに換地明細書を添付書類として換地計画の

更正を行ったものである。 

この換地計画更正承認に係る行政文書ついては、平成１３年８月１日付け

耕第２８９号及び平成１３年１１月６日付け耕第４９８号の２－１で異議申

立人にそれぞれ開示決定及び部分開示決定をしている。 

(2) 不開示理由について 

上記更正処理は、建設省所管として本件土地の隣接地に誤って換地された

道路を抹消したもので、本件土地と道路の境界が一直線かどうかについて、

判断したものではなく、更正承認に係る関係文書は請求の趣旨を満たすもの

ではない。    

また、その他一直線かどうかがわかる行政文書は保有（作成・取得）して



 3

いないため、不存在を理由として不開示とした。 

 (3) 異議申立人の主張について 

異議申立人は、平成１５年６月６日付け決定書の本文中に「本件土地の地

形は変更されていない」との記載があるので、地形がどのようになっていた

か判断できる行政文書は存在すると主張するが、決定書に記載された「本件

土地の地形は変更されていない」とは、その前段に記載のとおり「換地計画

上の地区界の変更を行った」だけのもので、地形について変更したものでは

ないという趣旨である。 

 

４ 審査会の判断 

当審査会は、異議申立人の主張及び実施機関の説明をもとに審査した結果、以

下のように判断する。 

(1) 本件開示請求及び本件決定について 

    異議申立人は、①本件土地の農地とその南隣接の赤道の境界が一直線でな

いことのわかる一切の行政文書（耕地課分）、②本件土地の農地とその南隣接

の赤道の境界が一直線であることのわかる一切の行政文書（耕地課分）の開

示請求（以下①及び②を合わせて「本件請求」という。）をし、実施機関は当

該行政文書を保有していないとして平成１５年９月８日付け耕第４０６号の

１及び同日付け耕第４０６号の２により不開示決定（以下両決定を合わせて

「本件決定」という。）を行った。 

(2) 本件請求対象文書の不存在について 

実施機関は、本件決定の不開示理由を上記３(2)のとおり説明するので、以 

下検討する。 

ア 本件請求は、耕地課分としてなされたものであり、換地された本件土地

と「その南隣接の赤道の境界」に関するという趣旨から、町が実施した新

農業構造改善事業竜島地区の換地計画（以下「本件換地計画」という。）に

関し、本件土地とその南隣接の道路の境界部分について、現地測量に基づ

いた、換地後の境界の地形が詳細に確認できる図面が対象文書と考えられ

るので、耕地課が保管する本件換地計画に係る換地計画認可や換地処分に

関する行政文書にこれが存在するか検討する。 

イ  市町村が、知事に換地計画の認可を申請するときは、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号。以下「法」という。）第５２条第１項の規定による   

換地計画認可申請書を管轄する土地改良事務所長に提出し、土地改良事務
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所長はこの換地計画が適当であるときは知事に副申し、知事は、副申のあ

った換地計画認可申請書を審査のうえ適否決定を行い、適当な換地計画で

あると認めた場合、換地計画の写しを利害関係人の縦覧に供する旨の公告

をする。その後、関係市町村役場において縦覧した換地計画について、知

事に異議の申出がない場合及び異議の申出に対し却下又は、棄却の決定を

した場合、知事は、換地計画の認可をすることとされており、土地改良事

務所長を経由し、換地計画の認可の通知を認可申請者に通知するものであ

る。 

ウ  この換地計画認可申請書には、換地計画書並びに現形図及び換地図が添

付され、さらに、法第５２条第８項に規定する関係農業委員会の同意書及

び土地改良法施行規則(昭和２４年省令第７５号)第４３条に規定する①議

事録謄本、②不換地、特別減歩申出書（同意書）、③異種目換地同意書、④

創設非農地（農用地）換地取得同意書等、また、審査又は指導上添付を要

する書類として、⑤換地士の意見書の写し、⑥権利者会議通知書の写し及

び議案、⑦農用地以外の地目決定の理由書、⑧仮登記権者等の同意書など

の該当する事項の書面を提出することとされている。 

本件土地とその南隣接の道路の境界部分の形状が確認できる文書として、

本件請求の趣旨を満たすものとしては、換地区全体の整地工事の完了後に

行う、確定測量に基づいて作成される確定測量図が考えられる。 

しかし、この確定測量図は、事業主体が作成するものであり、知事に提

出される換地計画認可申請書の添付書類は上記に列挙したとおりであって、

この確定測量図は含まれていない。 

そして、換地計画認可申請書に添付される現形図は、換地前の土地につ

いて作成されたもので本件請求の趣旨を満たしていない。 

また、換地図は確定測量に基づいて作成されるものであるが、確定測量

図に記載された筆界点の記載が省略されるものであるため、この換地図か

らは、本件土地とその南隣接の道路の境界部分が直線であるかどうかを判

断することはできない。 

さらに、実施機関が説明するとおり、換地の更正処理に係る関係文書を

検分したが、この点を判断することができるものとは認められなかった。 

したがって、本件請求において担当課として異議申立人から指定された 

農林水産部耕地課において、本件請求の趣旨を満たす行政文書を保有して

いないという、実施機関の説明に不合理な点は認められない。 
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(3) 異議申立人のその余の主張について 

本件文書の不存在に係る主張以外のその余の異議申立人の主張は本件開示

請求に直接関係するものではないことから、当審査会は判断しない。 

(4) 結論 

以上とおり、実施機関が本件文書の不存在を理由に不開示とした本件決定

は妥当である。 

５ 審査会の処理経過 

  当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 
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別紙 

審 査 会 の 処 理 経 過 

年 月 日 処 理 内 容 

１５． ９．２９  諮問書の受理 

１５．１０．２４  実施機関の理由説明書の受理 

１７． １．２５ 審議 

 

 

 

 

（参考） 

千葉県情報公開審査会第１部会 

氏 名 職 業 等 備 考 

大 田 洋 介 城西国際大学非常勤講師 部会長 

大 友 道 明 弁護士  

瀧 上 信 光 千葉商科大学教授 
部会長職務 

代理者 

横 山 清 美 環境パートナーシップちばアドバイザー  

(五十音順：平成１７年１月２５日現在) 

 

 

 


